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浪江町防犯管理業務委託仕様書 
 

１ 委託業務概要 

（1）委託業務名称 

浪江町防犯管理業務委託 

（2）場所 

浪江町のすべての地域 

（3）業務委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（4）業務目的 

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、町内に居住する住民

が少ない中、町内の治安の維持及び犯罪被害等を未然に防止し、町民の生命及び財産

を保護する。 

２ 業務委託対象 

（1）浪江町のすべての地域 

３ 業務委託内容 

（1）浪江町内の巡回パトロールによる不審者等の発見 

（帰還困難区域の防犯バリケードの確認及び異常個所確認等も含む） 

（2）防犯パトロール業務実施後の記録及び報告に関する業務 

（3）その他必要と認められる業務 

４ 資格要件 

次に掲げる要件をいずれも満たす者であること 

（1）警備業法第２条第１項第１号及び第２号の業務を行っている者。 

（2）警備業法第４条の規定による県公安委員会の認定を受けていること。 

５ 防犯管理業務の実施 

（1）防犯パトロール業務（以下、「当該業務」という。）は、別紙１「業務細目」（以下、

「細目」という。）により行うこと。 

（2）上記細目のほか、上記３の業務委託内容に定めがなくても、当該業務上必要な業 

務については誠意を持って行うこと。 

（3）実施計画書を作成し、これを事前に提出し、発注者の承諾を受けること。 

（4）業務中、異常を発見した場合は、直ちに事前に取り決めていた方法により適切に 

処理し、また、状況に応じ処理前、処理途中あるいは処理後に発注者にその状況を 

報告すること。 

（5）当該業務に必要な申請及び許可については、あらかじめ発注者と協議の上、責任 

を持って受注者が行うものとする。 

（6）当該業務に要する費用は、受注者負担とする。 



６ 業務状況の報告及び記録 

（1）報告及び記録の内容は、次のとおりとする。 

ア 業務報告書 

イ 異常が生じた場合の記録（現況写真等も添付すること。）や処理結果 

ウ その他必要と認められる内容 

（2）毎日の状況を記録し、必要な期間保存すること。 

（3）受注者は、業務報告書を日ごとに作成し、月ごとに取りまとめ、翌月１０日まで 

に発注者に報告すること。 

（4）業務対象において、異常事態が発生した際の状況や処理の経過及び結果について 

は、その都度速やかに電話若しくは口頭で発注者に報告するとともに、後日書面で 

も報告すること。 

７ 業務従事者 

（1）受注者は、本契約上の業務を遂行するため、業務従事者を雇用するに当たっては、 

その全員につき身上調査を行うものとする。 

（2）上記３の業務を実施するに当たり、業務従事者の中から総括責任者を１名選出し、 

発注者の承諾を得ること。 

（3）業務従事者は、上記３の業務において、必要な教育訓練を終了した技術優秀な者 

とする。 

（4）発注者は、業務従事者として不適当と認めた者については、受注者と協議の上、 

交代させることができる。 

（5）業務従事者において、欠員等が生じ、新たに当該業務従事者を募集する場合は、 

雇用創出の面から、浪江町出身者から検討、雇用に協力すること。 

（6）発注者が必要あると認めた場合は、受注者は、次回の受託業者への業務引継を行 

うこと。これらの業務に要する費用はすべて受注者の負担とする。また、これらの 

引継業務を実施する時期は、発注者の判断による。 

８ 勤務時間及び体制 

業務従事者の勤務時間は、原則として別紙１業務細目に定めるものとする。 

９ 受注者の義務 

（1）受注者は、業務従事者が病気その他の事由で勤務を継続することが困難となるな 

ど、緊急の事態に備え、速やかに対応できる体制を確保し、また、必要に応じて迅 

速に代替え要員を配置しなければならない。 

（2）受注者は、上記１の（3）の委託期間中、当該業務の他に、受注者にとって過重な 

委託業務を受注することに伴い、発注者が必要とする業務従事者が確保できない状 

況を招いてはならない。 

（3）受注者は、帰還困難区域で適用される関係法令等を順守するものとする。 

特に、受注者は有資格者等により、特定線量下業務ガイドラインに基づいた管理 



を行うこと。 

（4）受注者及び業務従事者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

10 損害賠償 

受注者は、業務実施中に受注者の過失により、住民及び財産並びに第三者に損害を与

えた場合は、受注者が損害賠償責任を負わなければならない。受注者は損害賠償に備え、

損害保険等に加入する等の対策を講じること。また、その限度額は警備業務の保険補償

限度額 10 億円とすること。 

ただし次の事項については免責とする。 

（1）天災地変・暴動・その他不可抗力による損害 

（2）出入りする者の故意又は過失に基づく損害 

（3）不完全な管理状態で駐車している車両及び車両から生じた損害 

11 相互協力 

発注者及び受注者は、当該業務に必要あるものについて、相互に協力し適切な業務を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

業務細目 
 

１ 業務内容 

（1）巡回パトロールに係る車両、設備 

ア 受注者は、業務を行うに当たり、必要な車両、設備を準備すること。また、発 

注者と事前に調整した上で発注者の監督のもとに実施すること。 

イ 受注者は、アを実施するに当たり、業務委託期間中、実施できない期間がある 

場合は、それに代わる業務等を実施すること。その際受注者は、発注者にそ 

の実施計画書を提出し、承諾を受けること。 

ウ 受注者は、次回の受託業者が車両、設備を準備するに当たり、その連絡調整を 

求めてきた場合は、その受託業者の車両、設備の迅速かつ円滑な準備について、 

全面的に協力すること。 

エ 受注者は、アを実施するに当たり、その車両等で事故など受注者の過失で損害 

等を与えた場合は、誠意を持って対応するとともに、施設及び設備等を破壊、破 

損させた場合は、受注者の費用で修繕すること。 

オ パトロールの範囲及び経路については、あらかじめ実施計画書を提出し、発注 

者の承諾を受けること。なお、帰還困難区域については、高線量区域であるが、 

最低でも１日１回は巡回パトロールを実施することを踏まえて、実施計画書を作 

成すること。 

カ 巡回パトロールを実施する車両については、車両側面両側に当該業務車両と分 

かるマグネット等を貼るとともに、青色回転灯を装備すること。 

 

（2）異常事態発生時における対応 

業務対象において、異常事態が発生した時は、異常事態を確認するとともに事態の 

拡大防止にあたる。 

（3）関係先への通報及び連絡 

異常事態が発生した時は、（2）を適切に行うとともに、発注者及び警備本部に連絡 

するとともに、必要に応じて警察や消防署等関係先へ通報する。 

また、必要があるものと認めた場合は、発注者が指定した緊急連絡先へ連絡する。 

（4）業務実施事項の報告 

ア 受注者は、業務実施状況を日ごとに作成し、月ごとにまとめ、翌月の１０日ま 

でに書面にて発注者に報告する。 

イ 業務対象において、異常事態が発生した際の状況や処理の経過及び結果につい 

ては、その都度速やかに電話若しくは口頭で発注者に報告するとともに、後日書 

面でも報告すること。 



 

（5）業務基準時間 

業務基準時間は、次のとおりとする。 

なお、休日等はないため、受注者において、当該業務におけるシフトを実施計画書 

に記載し、発注者の承諾を受けること。 

区分 業務基準時間 

巡回パトロール 

土曜日・祝日・年末年始以外の日 

１５：００～翌９：００ 

土曜日・祝日・年末年始 

２４時間 

※年末年始の取扱いは、１２月２４日、１２月２９日～１月３日 

 土曜日の日数の取扱いは５２日分、祝日の日数の取扱いは１２日分とする。 

 

（6）業務実施時間 

上記（5）の業務基準時間に関わらず、発注者からの要請があった場合は、速やか 

に対応すること。 

（7）警備本部及び業務従事者 

受注者は不測の事態に備えるため、バックアップを行う業務基準時間内におけるの

警備本部等を設けること。 

受注者の警備本部と業務従事者は緊密に連絡を取り合い、業務従事者に不足の事態 

が発生した場合は、速やかに警備本部においてその事態に対応できる体制を確保する。 

（8）業務開始時における取扱い 

受注者は当該業務を開始するに当たり、巡回パトロールについては、当該業務で使 

用する車両等を確認し、故障等がないなど確認を行うこととすること。 

（9）業務終了時における取扱い 

受注者は当該業務を終了するに当たり、周辺状況を確認し、異常がないことを確認 

すること。また、周辺状況等の変化については報告書に記載すること。巡回パトロー 

ルで使用した車両については、走行記録などを記載すること。 

（10）放射能の汚染拡大の防止 

当該区域は、除染電離則等の適用区域である。そのため、その区域において適用さ 

れる関係法令等を順守するとともに、あらかじめ受注者において、その対策を講じる 

こととする。また、線量計の装着及びスクリーニングは必須項目とし、報告書にも記 

載すること。 

（11）緊急連絡先の指定 

ア 発注者は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その連絡先を受注者に通知する。 

イ 上記アの緊急連絡先に変更がある場合は、発注者は、その都度遅滞なく、変更 



したその連絡先を受注者に通知する。 

ウ 受注者は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その連絡先を発注者に通知する。 

エ 上記ウの緊急連絡先に変更がある場合は、受注者は、その都度遅滞なく、変更 

したその連絡先を発注者に通知する。 

 

２ 施設、設備等の種類及び設置について 

当該業務に使用する施設、設備等は、次のとおりである。すべて受注者で準備し、業

務を行うものとする。なお、費用についてもすべて受注者負担である。 

施設、設備等 数量等 

１ 巡回パトロール車両 5 台（1 台 2 名乗車） 

２ １に付随する通信設備等 一式 

３ 業務報告に係る事務用品等 一式 

 


